
利害関係者からのヒアリング事項 
 

１． 「権利制限の一般規定」導入の是非 

１．で是の場合 

２． 具体的にどのような内容の「権利制限の一般規定」の導入を想定してい

るのか（「権利制限の一般規定」により、具体的にどのような著作物の利用

行為が権利制限の対象となることを想定しているのか） 

３． ２．で想定している「権利制限の一般規定」が現行著作権法に存在しな

いことにより、これまで生じた不都合があれば、その具体的な内容 

４． ３．に関し、権利者からの権利行使の有無その他権利者との紛争等の有

無・内容 

５． 「権利制限の一般規定」の検討に関して特に留意を希望する事項 

１．で非の場合 

２’． 導入を非とする具体的根拠（どのような内容の「権利制限の一般規定」

を想定した上で、どのような懸念から、導入を非と考えるのか） 

３’． ２’．で想定している「権利制限の一般規定」が存在しない現行著作権法

の下で生じた具体的な問題の有無・内容（個別規定に該当しない利用態様

に関連した紛争の有無等） 

４’． 「権利制限の一般規定」の検討に関して特に留意を希望する事項 
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